
山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
四
十
号
　
　
令
和
六
年
一
月
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五

山
梨
県
公
報

第
四
百
四
十
号

令
和
六
年一

月
十
五
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定	

五

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定	

五

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

六

公

告

○
笛
吹
川
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧	

六

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て	

七

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

七

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
。

令
和
六
年
一
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
S
B
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式
会

社
　
東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
七
番
一
号

二
　
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
日
　
令
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日

三
　
指
定
納
付
受
託
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
歳
入
　
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
電
子
マ
ネ
ー
又
は
Q
R

コ
ー
ド
決
済
を
利
用
し
て
納
付
す
る
山
梨
県
立
博
物
館
の
使
用
料

四
　
指
定
納
付
受
託
者
が
代
理
納
付
の
対
象
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
電
子
マ
ネ
ー
又
は
Q
R

コ
ー
ド
決
済
の
種
類

1
　
次
に
掲
げ
る
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

㈠
　V

ISA

㈡
　M

astercard

㈢
　銀

聯

2
　
次
に
掲
げ
る
電
子
マ
ネ
ー

㈠
　
交
通
系
I
C

㈡
　
i
D

㈢
　
W
A
O
N

3
　
次
に
掲
げ
る
Q
R
コ
ー
ド
決
済

㈠
　
P
a
y
P
a
y

㈡
　
a
u
　
P
a
y

㈢
　
d
払
い

㈣
　
メ
ル
ペ
イ

㈤
　
楽
天
ペ
イ

㈥
　
A
l
i
p
a
y

㈦
　
W
e
C
h
a
t
　
P
a
y

㈧
　
銀
聯
Q
R

五
　
指
定
納
付
受
託
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
期
間
　
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
山
梨
県
告
示
第
六
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面

は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
山
梨
県
都
留
市
四
日
市
場
字
瀬
中
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、
次
の
一
点
か
ら
二

十
三
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
二
十
三
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た

土
地
の
区
域

番
号

座
標

瀬
中
の
2

一
点

二
点

三
点

四
点

五
点

六
点

七
点

八
点

九
点

十
点

十
一
点

十
二
点

十
三
点

十
四
点

十
五
点

十
六
点

十
七
点

十
八
点

十
九
点

二
十
点

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
七
〇
〇
〇

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
六
秒
三
〇
九
七

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
四
八
一
二

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
六
秒
一
六
二
三

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
一
一
〇
三

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
九
七
九
七

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
二
秒
八
二
六
七

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
八
八
八
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
二
秒
六
三
二
〇

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
八
九
九
八

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
二
秒
五
一
三
八

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
九
一
七
三

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
二
秒
五
五
七
五

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
三
二
四
二

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
一
五
五
三

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
四
秒
〇
八
三
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
五
三
四
九

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
三
秒
四
二
九
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
九
四
三
九

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
八
〇
九
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
四
秒
二
四
〇
一

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
四
七
九
〇

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
四
秒
五
一
〇
五

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
三
一
九
五

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
五
秒
〇
一
〇
九

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
一
秒
七
六
〇
二

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
五
秒
三
八
五
一

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
一
秒
四
六
三
五

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
五
秒
九
三
五
七

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
四
七
一
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
五
秒
二
八
九
〇

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
九
七
九
二

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
四
秒
八
一
九
六

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
三
秒
二
五
四
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
九
八
八
六

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
三
秒
八
六
二
四

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
七
二
三
五

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
四
秒
二
〇
二
八

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
四
秒
二
〇
一
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
四
十
号
　
　
令
和
六
年
一
月
十
五
日

六

山
梨
県
告
示
第
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
指
定
の
年
月
日
　
令
和
六
年
一
月
五
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置
　
都
留
市
境
字
天
神
下
二
百
六
十
番
九

三
　
指
定
道
路
の
幅
員
　
最
大
十
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
　
最
小
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長
　
三
十
五
・
八
二
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

◉
　
笛
吹
川
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を

変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
変
更
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
変
更

案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
一
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
都
市
計
画
の
種
類
　
笛
吹
川
都
市
計
画
道
路
（
三
・
三
・
六
号
　
甲
府
バ
イ
パ
ス
（
国
道
二
十

号
）
）

二
　
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域
　
縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
山
梨
県
都
留
市
四
日
市
場
字
瀬
中
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、
次
の
一
点
か
ら
二

十
三
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
二
十
三
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た

土
地
の
区
域

番
号

座
標

瀬
中
の
2

一
点

二
点

三
点

四
点

五
点

六
点

七
点

八
点

九
点

十
点

十
一
点

十
二
点

十
三
点

十
四
点

十
五
点

十
六
点

十
七
点

十
八
点

十
九
点

二
十
点

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
七
〇
〇
〇

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
六
秒
三
〇
九
七

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
四
八
一
二

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
六
秒
一
六
二
三

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
一
一
〇
三

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
九
七
九
七

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
二
秒
八
二
六
七

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
八
八
八
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
二
秒
六
三
二
〇

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
八
九
九
八

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
二
秒
五
一
三
八

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
九
一
七
三

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
二
秒
五
五
七
五

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
三
二
四
二

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
一
五
五
三

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
四
秒
〇
八
三
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
五
三
四
九

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
三
秒
四
二
九
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
九
四
三
九

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
八
〇
九
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
四
秒
二
四
〇
一

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
四
七
九
〇

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
四
秒
五
一
〇
五

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
三
一
九
五

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
五
秒
〇
一
〇
九

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
一
秒
七
六
〇
二

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
五
秒
三
八
五
一

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
一
秒
四
六
三
五

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
五
秒
九
三
五
七

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
四
七
一
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
五
秒
二
八
九
〇

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
九
七
九
二

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
四
秒
八
一
九
六

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
三
秒
二
五
四
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
九
八
八
六

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
三
秒
八
六
二
四

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
七
二
三
五

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
四
秒
二
〇
二
八

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
四
秒
二
〇
一
八

二
十
一
点

二
十
二
点

二
十
三
点

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
四
秒
六
〇
七
七

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
八
四
一
一

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
三
五
二
八

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
八
一
五
八

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
四
五
七
三

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
九
〇
二
九

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
六
秒
一
〇
四
二

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
山
梨
県
都
留
市
四
日
市
場
字
瀬
中
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、
次
の
一
点
か
ら
二

十
三
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
二
十
三
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た

土
地
の
区
域

番
号

座
標

瀬
中
の
2

一
点

二
点

三
点

四
点

五
点

六
点

七
点

八
点

九
点

十
点

十
一
点

十
二
点

十
三
点

十
四
点

十
五
点

十
六
点

十
七
点

十
八
点

十
九
点

二
十
点

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
七
〇
〇
〇

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
六
秒
三
〇
九
七

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
四
八
一
二

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
六
秒
一
六
二
三

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
一
一
〇
三

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
九
七
九
七

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
二
秒
八
二
六
七

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
八
八
八
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
二
秒
六
三
二
〇

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
八
九
九
八

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
二
秒
五
一
三
八

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
九
一
七
三

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
二
秒
五
五
七
五

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
五
秒
三
二
四
二

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
一
五
五
三

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
四
秒
〇
八
三
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
五
三
四
九

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
三
秒
四
二
九
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
九
四
三
九

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
八
〇
九
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
四
秒
二
四
〇
一

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
四
七
九
〇

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
四
秒
五
一
〇
五

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
三
一
九
五

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
五
秒
〇
一
〇
九

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
一
秒
七
六
〇
二

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
五
秒
三
八
五
一

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
一
秒
四
六
三
五

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
五
秒
九
三
五
七

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
四
七
一
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
五
秒
二
八
九
〇

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
二
秒
九
七
九
二

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
四
秒
八
一
九
六

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
三
秒
二
五
四
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
九
八
八
六

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
三
秒
八
六
二
四

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
三
秒
七
二
三
五

東
経
一
三
八
度
五
五
分
〇
四
秒
二
〇
二
八

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
四
秒
二
〇
一
八
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七

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
髙
　
　
橋
　
　
英
　
　
尚

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
南
ア
ル
プ
ス
警
察
署
の
部
若
草
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
鏡
中
条
」
を
「
鏡
中
條
」
に
改

め
、
同
部
鏡
中
条
連
絡
所
の
項
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
　
縦
覧
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

甲
州
市
塩
山
上
塩
後
千
二
百
三
十
九
番
地
一
　
峡
東
建
設
事
務
所
都
市
計
画
・
建
築
課

笛
吹
市
石
和
町
市
部
七
百
七
十
七
番
地
　
笛
吹
市
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
整
備
課

四
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
二
十
九
日
ま
で

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
六
年
一
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠
　
名
称
　
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
装
置

㈡
　
数
量
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
出
納
局
管
理
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
ア
ズ
サ
イ
エ
ン
ス
株
式
会
社
甲
府
営
業
所

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
清
水
新
居
六
〇
〇

五
　
落
札
金
額
　
三
千
二
百
九
十
一
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
五
年
十
月
五
日

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
一
月
十
五
日



発
行
者
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府
市
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一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番
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百
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十
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和
六
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月
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八


